
  

 

 

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
案
） 

 

一 

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、
民
法
で
定
め
る
成
年
年
齢
に
先
行
し
て
こ
の
法
律
の
施
行
後
二
年
以
内
を
目

途
に
、
年
齢
満
十
八
年
以
上
の
者
が
国
政
選
挙
等
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

政
府
は
、
国
民
投
票
の
投
票
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
年
齢
、
成
年
年
齢
等
が
「
満
十
八
年
以
上
」

に
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
民
に
対
す
る
周
知
啓
発
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

三 

政
府
は
、
遅
く
と
も
こ
の
法
律
の
施
行
の
四
年
後
に
は
年
齢
満
十
八
年
以
上
の
者
が
憲
法
改
正
国
民
投
票
の
投
票
権
を
有

す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
学
校
教
育
に
お
け
る
憲
法
教
育
等
の
充
実
を
図
る
こ
と
。 

四 

公
務
員
等
及
び
教
育
者
の
地
位
利
用
に
よ
る
国
民
投
票
運
動
の
禁
止
規
定
の
違
反
に
対
し
罰
則
を
設
け
る
こ
と
の
是
非
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
こ
と
。 

五 

地
方
公
務
員
の
政
治
的
行
為
に
つ
い
て
国
家
公
務
員
と
同
様
の
規
制
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
党
の
担
当
部
局
に
引

き
継
ぐ
も
の
と
す
る
こ
と
。 



 

  

 

 

六 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
当
た
り
、
国
民
投
票
運
動
を
行
う
公
務
員
に
萎
縮
的
効
果
を
与
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ

う
、
配
慮
を
行
う
こ
と
。 

七 

憲
法
改
正
国
民
投
票
以
外
の
国
民
投
票
に
つ
い
て
は
、こ
の
法
律
の
附
則
第
五
項
の
規
定
を
踏
ま
え
、
国
会
の
発
議
手
続
、

国
民
投
票
の
手
続
、
効
力
等
に
関
し
、
本
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
検
討
し
、
結
論
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


